
※例については裏面をご覧ください。

　給与支払者様は毎月従業員に支払う給与から個人住民税を特別徴収し、市に納入していただく
義務があり、一定の理由がない限り普通徴収は認められません。
　
 
　　（１）「給与支払報告書（総括表）」の提出
　　（２）「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出
　　（３） 給与支払報告書（個人明細書）の「摘要欄」に切替理由に該当する符号の記入

【「普通徴収」が認められる場合の提出書類について】

普 Ｃ

（１）給与支払報告書（総括表） （２）普通徴収切替理由書 兼 仕切書

（３）給与支払報告書（個人別明細書）「摘要欄」への記入

※普通徴収に該当する人であっても、

「普通徴収切替理由書の提出がない場合」や「記載内容に不備がある場合」は、

原則特別徴収とさせていただきますのでご注意ください。

特別徴収における納期の特例について

納期の特例制度とは、毎月（年１２回）納入いただく特別徴収税額を、年２回（１２月と６月）に分けて納入できる制度です。

この特例を利用できるのは下記の条件にあてはまる事業所です。

（１）従業員が常時１０人未満の事業所

（２）申請時において特別徴収税額に未納がない事業所（申請した月に納期限がある特別徴収分まで納付済である）

（３）従業員のお住まいの市町村に申請して承認を受けた事業所

承認通知書は申請の翌月上旬に発送します。詳しくは松戸市財務部収納課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

●特別徴収の手続きに関すること ・・・・・松戸市財務部市民税課 ℡：047-366-7322（直通）

●納期の特例制度に関すること・・・・・・ 松戸市財務部収納課 ℡：047-366-7325（直通）

普通徴収切替理由書に記入した符号（普Ａ～普Ｆ）を

摘要欄に記載してください。

退職日が記載されている方については省略することができ

ます。

※普Ａ～普Ｆ以外が理由（個人の希望や雇用形態による事由、

事務の増加や経理担当者がいない等）の普通徴収は認められません。

※記入がない場合は、

原則特別徴収として処理をさせていただきます。

普通徴収が認められる場合は、下記3点を忘れずにご提出ください



（普通徴収切替理由書の記入例）

受給者総人数

（例）８人

他市区町村で普Ｂ～
普Ｆに該当する人

（例）３人

松戸市で普Ｂ～普Ｆ
に該当する人

（例）３人

この人数が２名以下で
あれば普Ａ可

（例）２人

【例】受給者総人数200人（内100人が松戸市への報告人員) 

松戸市へ報告の内訳が「特別徴収が70人」

「普通徴収が30人(普Ｂ20人、普Ｆ10人)」の場合

普Ａ（総従業員数が2名以下の事業所）が認められる場合について

（例）受給者総人数8人

①松戸市以外で普Ｂ～普Ｆに該当する人が３人

②松戸市への報告人員が５人でその内、普B～普Fに該当する人が3人

⇒残りの人数が２名以下になるので、２名分は「普Ａ」が可能

上記（例）の場合の普通徴収切替理由書の書き方

－ － ＝

１

１

２

１

５

ここの人数が２名以下で

ない場合は特別徴収となり

ます。

※普Ａに該当していても、

特別徴収が可能な場合は理

由書の普Ａ欄および個人別

明細書の摘要欄には何も記

入しないでください。

※松戸市への

報告人員のみを

記入してください。

普Ａ～普Ｆについては、松戸市報告人員分のみ

記入してください。

20

10

30

200

70

30

100

確認してください！！

この人数は一致していますか？


	表
	裏

